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秋田県公報

告　　　　　　　　示

　　　告　示
　○建設業法第十三条の規定による閲覧所の設定（昭和47年秋田県告示第226号）の改正（１８５・建設管理
　　課）……………………………………………………………………………………………………………………………１
　○浄化槽工事業者登録簿閲覧所の設置（昭和60年秋田県告示第593号）の改正（１８６・建設管理課）…………１
　○測量業者登録簿閲覧所の設置（昭和51年秋田県告示第414号）の改正（１８７・建設管理課）…………………１

■　目　次　■

秋 田 県 告 示 第 百 八 十 五 号

　 建 設 業 法 第 十 三 条 の 規 定 に よ る 閲 覧 所 の 設 定 （ 昭 和 四 十 七 年 秋 田 県 告 示 第 二 百 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

し 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久 　

　 「 秋 田 県 建 設 交 通 部 建 設 管 理 課 」 を 「 秋 田 県 建 設 部 建 設 政 策 課 」 に 改 め る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

秋 田 県 告 示 第 百 八 十 六 号

　 浄 化 槽 工 事 業 者 登 録 簿 閲 覧 所 の 設 置 （ 昭 和 六 十 年 秋 田 県 告 示 第 五 百 九 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 二 十

四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久 　

　 「 秋 田 県 建 設 交 通 部 建 設 管 理 課 」 を 「 秋 田 県 建 設 部 建 設 政 策 課 」 に 改 め る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

秋 田 県 告 示 第 百 八 十 七 号

　 測 量 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 四 年 政 令 第 三 百 二 十 二 号 ） 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 測 量 業 者 登 録 簿 閲 覧 所 の 設 置 （ 昭

和 五 十 一 年 秋 田 県 告 示 四 百 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久

　 「 秋 田 県 建 設 交 通 部 建 設 管 理 課 」 を 「 秋 田 県 建 設 部 建 設 政 策 課 」 に 改 め る 。
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